
最高裁総二A第126号

令和7年3月28日

東京高等裁判所長官 殿

最高裁判所事務総長

「下級裁判所の裁判官の定員配置について」の一部改正

いて（通達）

平成27年3月26日付け最高裁総二A第156号事務総長通達

裁判官の定員配置について」の一部を下記のように改正します。

の一部改正につ

｢下級裁判所の

記

別表を別紙のように改める。

付 記

この通達は、令和7年4月1日から実施する。
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最高裁総二A第127号

令和7年3月28日

大阪高等裁判所長官 殿

最高裁判所事務総長

「下級裁判所の裁判官の定員配置について」の一部改正につ

いて（通達）

平成27年3月26日付け最高裁総二A第157号事務総長通達「下級裁判所の

裁判官の定員配置について」の一部を下記のように改正します。

記

別表を別紙のように改める。

付 記

この通達は、令和7年4月1日から実施する。
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最高裁総二A第128号

令和7年3月28日

名古屋高等裁判所長官 殿

最高裁判所事務総長

「下級裁判所の裁判官の定員配置について」の一部改正につ

いて（通達）

平成27年3月26日付け最高裁総二A第158号事務総長通達「下

裁判官の定員配置について」の一部を下記のように改正します。

記

別表を別紙のように改める。

付 記

この通達は、令和7年4月1日から実施する。

｢下級裁判所の
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最高裁総二A第129号

令和7年3月28日

広島高等裁判所長官 殿

最高裁判所事務総長

「下級裁判所の裁判官の定員配置について」の一部改正につ

いて（通達）

平成27年3月26日付け最高裁総二A第159号事務総長通達「下級裁判所の

裁判官の定員配置について」の一部を下記のように改正します。

記

別表を別紙のように改める。

付 記

この通達は、令和7年4月1日から実施する。
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最高裁総二A第130号

令和7年3月28日

福岡高等裁判所長官 殿

最高裁判所事務総長

「下級裁判所の裁判官の定員配置について」の一部改正につ

いて（通達）

平成27年3月26日付け最高裁総二A第160号事務総長通達「下

裁判官の定員配置について」の一部を下記のように改正します。

｢下級裁判所の

記 ′

別表を別紙のように改める。

付 記

この通達は、令和7年4月1日から実施する。
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最高裁総二A第131号

令和7年3月28日

仙台高等裁判所長官 殿

最高裁判所事務総長

「下級裁判所の裁判官の定員配置について」の一部改正につ

いて（通達）

平成27年3月26日付け最高裁総二A第161号事務総長通達「下級裁判所の

裁判官の定員配置について」の一部を下記のように改正します。

記 ‘

別表を別紙のように改める。

付 記

この通達は、令和7年4月1日から実施する。
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付 加 定 員
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最高裁総二A第132号

令和7年3月28日

札幌高等裁判所長官 殿

最高裁判所事務総長

｢下級裁判所の裁判官の定員配置について」の一部改正につ

いて（通達）

平成27年3月26日付け最高裁総二A第162号事務総長通達「下

裁判官の定員配置について」の一部を下記のように改正します。

｢下級裁判所の

記

別表を別紙のように改める。

付 記

この通達は、令和7年4月1日から実施する。

L
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最高裁総二A第133号

令和7年3月28日

高松高等裁判所長官 殿

最高裁判所事務総長

「下級裁判所の裁判官の定員配置について」の一部改正につ

いて（通達）

平成27年3月26日付け最高裁総二A第163号事務総長通達「下級裁判所の

裁判官の定員配置について」の一部を下記のように改正します。

記

別表を別紙のように改める。

付 記

この通達は、令和7年4月1日から実施する。
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